
成長戦略のための新たな研究開発法人制度について

１ 我が国の科学技術の現状は、新興国の台頭、欧米諸国の政策
強化による厳しい国際競争の中、世界における存在感を失いつ
つある。

２ 手をこまねいていては、躍進する中国の研究所に一挙に追い抜
かれる

新たな研究開発法人制度のあるべき姿

成長戦略に資するゼロベースの行政改革を断行し、投入予算に対して最大の成果を得ることを可能とする、独法制度
とは異なる新たな法制度を創設すべき。

➀制度目的 研究開発成果の最大化
➁ミッション 国家戦略の実施機関として大学企業では

実施困難な研究を推進
➂対象 世界的成果の創出が求められる法人
➃目標設定 目標は課題解決型
➄評価 将来を見越した評価（過去の達成度に終始せず）

法人の長のマネジメント能力の厳格な評価
➅国家戦略の徹底 主務大臣と法人が一体の運営
➆ガバナンス 選択と集中を図るトップマネジメント

ルーズな経営による無駄発生の排除 等

目標設定や評価等に総合科学技術会議が関与

【独法制度下の問題点】

総理の提唱する「世界で最もイノベーションに適した国」の実現が必要

独法制度下の問題点、独法制度の趣旨と研究開発の特性

結論

総理の提唱する「世界で最もイノベーションに適した国」を実現するため、下村大臣と山本大臣の下、有識者懇談会を開催。以下の
結論が得られた。

【独法制度の趣旨と研究開発の特性】

※研究開発の特性：長期性、不確実性、予見不可能性、専門性
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